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諮問日：平成３１年３月７日 

答申日：令和元年８月２３日 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   審査請求人が平成２８年１１月８日に提起した処分庁青森市長（以下「処分庁」という。）

による平成２８年度市県民税督促処分（第２期分）に対する審査請求（以下「本件審査請求」

という。）は棄却すべきとする審査庁の判断は妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

 １ 審査請求に係る処分 

処分庁は、審査請求人の平成２８年度市県民税（第２期分）（平成２８年８月３１日納期限）

が完納されなかったため、平成２８年９月２０日付けで、審査請求人に対し、平成２８年度

市県民税督促処分（第２期分）（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人は、平成２８

年９月２１日に本件処分があったことを知った。 

 ２ 審査請求 

   審査請求人は、平成２８年１１月８日付けで、審査庁に対し、「青森市長の平成２８年９月

２０日付け平成２８年度市県民税第２期分に係る督促状（以下「本件督促状」という。）によ

る処分を取り消すとの決定を求める」との趣旨の審査請求書を提出した。 

 

第３ 審査関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

（１）青森市公共下水道使用料の督促状の発行に係る督促手数料は無料であり、青森県では

県税に係る督促手数料は無料である。市税に係る督促手数料の無料化に向けた努力をす

ることなく市県民税に係る督促手数料を徴収していることは不当である。 

（２）督促手数料７０円を徴収することを内容とする本件処分は不当である。 

２ 審査庁の主張 

   審理員意見書のとおり本件処分には違法又は不当な点は認められないため、本件審査請求

については棄却すべきものと考える。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

 １ 審理員意見書の結論 

   本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条

第２項の規定により棄却されるべきである。 

２ 審理員意見書の理由 

  （１）本件処分の違法性又は不当性について 

    ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３２９条では、納税

者が納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合は、納期限後

２０日以内に、督促状を発しなければならない旨規定されており、また、青森市市税
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条例（平成１７年青森市条例第６２号。以下「条例」という。）第１２条において、督

促状を発した場合、督促状１通について、７０円の督促手数料を徴収しなければなら

ない旨規定している。本件処分については、納期限までに納税通知書に記載した市県

民税が完納されなかったことから、当該規定に基づき督促状を発したものである。し

たがって、本件処分については、関係法令を遵守して適正に行われたものであり、違

法又は不当な点はなく、審査請求人の主張は、本件処分の取消しを求める理由として

は採用することはできない。 

    イ 審査請求人は、審査請求書、反論書、再反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳

述の中で、種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取消しを

求める理由としては採用することはできない。 

  （２）上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第５ 調査審議の経過 

   当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。 

   平成３１年３月７日  諮問書の受理 

   令和元年６月３日   調査審議 

   令和元年７月２６日  調査審議 

 

第６ 審査会の判断の理由 

 １ 関係法令の要旨 

  （１）市民税の督促について、法第３２９条第１項において、納税者が納期限までに市民税

に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市の徴税吏員は、納期限後２０

日以内に、督促状を発しなければならないことが規定されている。 

  （２）県民税の督促について、法第３３４条において、市民税に係る地方団体の徴収金につ

いて督促状を発する場合には、県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状

を発するものとすることが規定されている。 

  （３）督促手数料について、法第３３０条において、市の徴税吏員は、督促状を発した場合

においては、市の条例の定めるところによって、手数料を徴収することができることが

規定されており、条例第１２条において、徴税吏員は、督促状を発した場合においては、

督促状１通について、７０円の督促手数料を徴収しなければならないことが規定されて

いる。 

なお、条例第１２条ただし書において、徴税吏員が、やむを得ない理由があると認め

る場合においては、督促手数料を徴収しないことが規定されている。 

２ 本件処分について 

審査請求人は、督促手数料を徴収することを内容とする本件処分は不当であると主張する。

そこで、当審査会は、本件処分が不当な処分といえるかについて検討した。 

審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述等からすると、審査請求人は、

条例第１２条ただし書の規定に該当する旨を主張しているとは認められない。したがって、

同条本文の規定に照らせば、徴税吏員は、督促手数料を徴収しなければならず、督促手数料

を徴収するか否かについて、裁量が認められているものではない。行政庁の処分について、
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不当な処分に該当するというためには、当該行為に行政裁量が認められていることが前提で

あるところ、本件処分は、徴税吏員に裁量権が認められていないのであるから、不当な処分

に当たらない。 

次に、本件督促状が発せられた時期及び督促手数料について、その根拠となる関係法令を

確認したところ、本件処分は、前記１に掲げる関係法令の規定に照らし、違法又は不当な点

は見当たらず、適正に行われたものと認められる。 

なお、審査請求人は、反論書等において、督促手数料に係る調定その他の主張をしている

が、それらの主張は、本件処分の取消しを求める理由としては採用することはできない。 

３ 審査請求に係る審理手続について 

   本件審査請求に係る審理手続について、違法又は不当な点は認められない。 

 ４ 結論 

   以上のことから、当審査会は、第１記載のとおり判断する。 

 

 

青森市行政不服審査会 会 長 遠藤 哲哉 

 委 員 礒 裕一郎 

 委 員 蝦名 和美 

 

 


